
長崎県建設工事共通仕様書（佐世保市読替版） 改訂箇所一覧表 

頁 改訂前 改訂後 摘要 

共-1-40 1-1-57 現道工事における交通処理対策 

19．受注者は、交通誘導警備員を配置する場合は、１級若しくは２級交通誘

導警備検定合格者又は交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員等

を配置するものとする。 

 ただし、長崎県公安委員会が警備業法に基づき道路における危険を防止する

ために必要と認めた路線（認定路線）に交通誘導員を配置する場合は、責任者

的役割を持つ１級又は２級交通誘導警備検定合格者を必ず 1 名以上配置するこ

と。 

 
資  格 資   格   要   件 

１・２級交通誘導警備検定合格者 交通誘導警備に関して、公安委員会が学科及び実技試験を行って

専門的な知識・技能を有すると認めた者。 

交通誘導に関し専門的な知識及び技

能を有する警備員等 

・警備業法における指定講習を終了した者 

・警備業法における基本教育及び業務別教育（警備業法第二条第

一項第二号の警備業務）を現に受けている者で、交通誘導に関

する警備業務に従事した期間（実務経験年数）が１年以上であ

る者 
 

1-1-57 現道工事における交通処理対策 

19．受注者は、交通誘導警備の実施において、配置する交通誘導警備員は、

交通誘導警備検定合格者（１級または２級）とする。ただし、交通誘導警備

検定合格者を配置できない場合、監督員が警備員名簿及び教育実施状況等に

関する資料等により、交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員

等と承諾した者については、この限りではない。 なお、長崎県公安委員会が道

路における危険の防止において必要と認める路線（認定路線）については、交

通誘導警備業務を行う場所ごとに、一名以上の交通誘導警備業務に係る検定合

格者（１級または２級）の配置が必要である。 

 
資  格 資   格   要   件 

１・２級交通誘導警備検定合格者 交通誘導警備に関して、公安委員会が学科及び実技試験を行って

専門的な知識・技能を有すると認めた者。 

交通誘導に関し専門的な知識及び技

能を有する警備員等 

・警備業法における指定講習を終了した者 

・警備業法における基本教育及び業務別教育（警備業法第二条第

一項第二号の警備業務）を現に受けている者 
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